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【村井主査】 それでは、ただいまから情報通信審議会「デジタル・コンテンツの流通の促進等

に関する検討委員会」の第２４回の会合を開催させていただきます。委員の皆様は、お忙し

いところお集まりいただきまして、どうもありがとうございました。本日欠席された委員、

ご出席いただいているオブザーバーに関しましては、いつものように席上に配付させていた

だいた資料をご参照いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

本日は、諸外国における放送番組の外部調達に関するルールの事例についてのご報告を踏

まえて、さらに議論を進めていくという、前回の延長上といいますか、そういう形で進めて

いきたいと思います。それで、本日は英国、韓国の順に、それぞれの外部調達ルールの現状

について、オブザーバーの安江様と金様にご報告をいただいて、我が国の放送における外部

調達の現状について、さらに金光様、それから元橋様からご報告をいただくという順番で進
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めさせていただきたいと思います。 

それでは、事務局から資料の確認をお願いいたします。 

【小笠原コンテンツ流通促進室長】 本日は、冒頭一部差しかえさせていただいておりますが、

資料１が三菱総合研究所さんのクレジットで「英国における放送番組の外部調達について」。

資料２が金先生のクレジットで、韓国の外部調達に関する資料でございます。それから資料

３は金光様の資料「フジテレビにおける『外部製作比率と権利帰属』について」でございま

す。資料４といたしましては、先日のワーキングの開催、主査から募集いただきましたが、

これに関する名簿。資料５が、今後の当面のスケジュールとなります。以上です。 

【村井主査】 ありがとうございました。 

それでは、まず、安江様から「英国における放送番組の外部調達について」ということで

ご報告をお願いいたします。安江オブザーバー、お願いします。 

【安江オブザーバー】 それでは、資料１に沿ってご説明します。 

本日ですけれども、「英国における放送番組の外部調達について」ということで、最初に、

英国における地上波テレビ放送の概要について簡単にご説明した上で、実態についてご説明

したいと思います。 

目次をめくっていただきまして、スライド２ですが、英国における地上波テレビ放送の概

要ということで、地上波テレビ放送の構成というのを載せております。これを見てわかると

おり、公共放送２系列――ＢＢＣとChannel４、及び商業放送２系列――Channel３、通称Ｉ

ＴＶですが、それとChannel５、この４系列がございまして、商業放送のうち、Channel３、

こちらについては、日本と同様ネットワークで結ばれる形になっています。ただし、そのネ

ットワークの構成は異なりますが、これについては後ほどご説明したいと思います。 

次のページに、英国の地上波テレビ放送がどういう形で発展してきたかという簡単な年表

が２つあります。１９２７年にＢＢＣが現在の形の法人として発足しまして、この当時はラ

ジオ放送ですが、この後、１９５４年に対抗する形でＩＴＶを政府が作ったという形で、以

後、この２つを柱に発展してきたという形になっております。このＩＴＶですけれども、先

ほど申しましたように、１６の放送局の集合体という形になっているんですけれども、こち

らの構成を４ページに示してあります。 

４ページに、最初にＢＢＣとChannel４、それからChannel５という、この３つの放送局に

ついては、それぞれ１つの放送事業者として、１つの免許を受けているわけですが、Channel

３については１６の放送局がそれぞれ１６個別々に放送免許を受けた形になっています。た

だし、これらが１つのネットワークを構成する形になっております。その１６の放送局につ

いては、４ページの左側の表にありますように、全国ネットで全国をカバーして、毎朝、朝

食時間帯というのを放送する放送局のほかに１４地域、ロンドンについては平日と週末と分
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けた形になっているので１５地域という形の地域別免許というのを取っています。 

これがどういうネットワークかというのが次のページ、５ページに簡単に書いております

が、Channel３の地域免許を持つ１５局というのが互いにネットワーク協定を結ぶという形

になっています。このネットワーク協定は２００３年の通信法の中で規定されている、政府

が規定したネットワーク協定でして、Channel３の免許を申請する際には、このネットワー

クに加盟申請も、その申請もあわせて行う必要があると義務づけられた形になっております。 

具体的にどういった形で番組を放送しているかということですが、５ページに書きました

とおり、まず、朝食時間帯についてはＧＭＴＶという、この時間帯の免許を受けた放送局が

流している、全国共通の番組を流しています。その他の時間帯については、日本と同じよう

にネットワーク番組を全国共通で流している時間帯と、それから、主に朝、昼、晩のニュー

ス等が多いですけれども、この時間帯はニュースとか地域の情報というのを流すという地域

番組を、それぞれ各地域の放送局が流すという形で運営されています。 

以上がイギリスの地上波テレビ放送の概要ですが、次に、６ページから放送番組の外部製

作に関する制度上のルールはどうなっているかというところをご説明したいと思います。ま

ず、６ページにありますけれども、１９９０年に制定された放送法の中で、この地上波の各

局については、毎年そのチャンネルの適格放送という、放送番組に対して、その時間の２５％

以上を多様な独立製作番組の放送に割り当てなければならないと定められています。適格放

送についてはＯｆｃｏｍ、規制当局が具体的に決めますが、基本的な考え方としては、ニュ

ースを除くファーストラン番組、つまりテレビ用に作った番組という形で説明されています。

その下に、点線で第１６条が書いてありますけれども、これがChannel３について定めた条

文でして、それ以外は２５条、２９条、１８６条において、他の放送局についても１６条に

準ずるという形で、この２５％以上という規定が定められています。 

このときに、独立製作事業者というは何を意味するかというのがその次です。これは１９

９１年に、この法律に基づいて出された命令において規定されているんですが、そこにあり

ますように、独立製作事業者というのは、まず放送事業者の従業員でないこと、それから放

送事業者の株式を２５％未満しか保有していないこと、それから、放送事業者によって２５％

以上の株式を保有されない、または英国内の２つ以上の放送事業者によって合計５０％以上

の株式を保有されないというのが条件となっていまして、放送事業者の子会社等というのは

ここに含まれないという規定になっています。 

この規定が実際にどう運用されているかということですが、Ｏｆｃｏｍ――Office of 

Communicationsということで、通信放送関係の規制当局が、放送事業者に対して、毎年外部

調達比率に関する実績報告書を提出させるという形で、まず行っています。これに基づいて、

もしもこの２５％という規定が満たされない場合については、Ｏｆｃｏｍが放送事業者に対
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して勧告とか指示というのを行うことができると、そのように法律で定められています。 

次に、この外部製作番組における著作権の扱いというのがどうなっているかというのを７

ページに書きました。この著作権の扱いも含めて、外部調達における実際の調達方法ですと

か契約条件、その他については、Ｏｆｃｏｍがガイドラインというのを定めています。その

中で、著作権についての考え方というのが第１４項にあるんですけれども、そのページの四

角で囲ったところにありますけれども、赤字でありますとおり、番組に関する権利というの

は基本的には製作者が保有すべきというのが、Ｏｆｃｏｍが定めたガイドラインにおける基

本的な原則であると。各放送局とプロダクションとの関係においては、この原則が守られな

ければならないという形になっております。具体的には、放送事業者が、この上記ガイドラ

インに即す形で、実際の実施規則とか契約条件というものを定めた上で一般に公開すべきと

いうことで、そこの表にありますように、それぞれの放送事業者がウェブにおいてこういっ

た条件を公開するという形になっております。 

そこで、実際、権利がどうなっているかというところで、権利の帰属と調達価格がどうい

う形で決まっているかというところだけ８ページでご説明しています。まず、この場合、こ

の規定における外部調達においては、通常、放送事業者というのは１次利用権、primary rights

というふうに言っていますけれども、のみを得るものとされています。これはそれぞれ放送

事業者が各、先ほどの条件の中で定めていますけれども、例えばChannel３、ＩＴＶの番組

においては、そこにありますように、英国内におけるすべてのプラットフォームにおけるＩ

ＴＶ１という、ＩＴＶ１というのは、ＩＴＶが流している一番基本的なチャンネルですけれ

ども、このチャンネルの放送または伝送を独占的に行う権利ということで、ここで独占的に

放送することができる。期間は通常５年以内とか、期間内に３回までとか、子供向け番組だ

と５回までとかいう形で、回数も一応規定されています。そういう形で放送できるように、

逆に製作側は権利処理を行っているという形になっております。 

それから、このprimary rightsに含まれない、例えばオンデマンド配信とかパッケージ販売

といった権利については、自由交渉によっていろいろ帰属を変えることはできますけれども、

基本的には製作事業者に帰属しまして、これについてはＩＴＶの側が最初に放送する以前は

行使することができない、つまり、一番最初はテレビ局で流すと。１回テレビ局で流した後、

その後は再放送前であっても、こういったオンデマンド配信とかパッケージ販売という権利

を使うことができるというような契約になっております。 

それから、調達価格については、これは一般的にそうだと思いますけれども、いろんな要

素を加味した上で自由交渉なんだと思いますけれども、そこにありますように価格算定方式

とかそういったものを放送事業者側があらかじめ公開した上で、透明性の高い形で交渉され

るという形になっております。 
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こういったルールが出てきた背景というのを次にご説明したいと思うんですけれども、ま

ず９ページに、英国も含めて、欧州連合全体で定められている指令というのをご説明したい

と思います。これは「国境のないテレビ指令」と言われているものですけれども、この中で、

そこにありますように、赤字であるんですけれども、欧州域内製作のＴＶ番組の流通と製作

を促進するために、この指令の中の第４条、第５条というのがあるんですけど、その中で欧

州の独立プロダクションが製作した番組の１０％以上、時間または予算の１０％以上という

形で放送しなければならないという指令を定めておりまして、各加盟国はこの指令を遵守す

る形で国内法を制定しなければいけないという形になっております。 

それから次に、英国内の経緯ということをご説明したいと思います。英国内はこのＥＵ指

令に先立つ形で、実はこういった調達ルールがありまして、まず、１９８２年のChannel４、

先ほど言いました２番目の公共放送ですけれども、こちらの制定というのがあります。こち

らについては、番組製作機能を持つことができない、つまり番組編成しかできないというこ

とで、逆に言うと、Channel４はすべて独立製作事業者から番組を調達するということで設

立されていますけれども、ここからまず始まったというふうに言われています。 

その次に、１９８６年に『ピーコック・リポート』という有名な報告書がありますけれど

も、この中で、ＢＢＣおよびＩＴＶについては外部調達比率を４０％以上にすべきという提

言が出されていまして、その理由として、そこにある２つ、放送事業者の高コスト体質を改

善するべきということと、それによって番組供給市場の多様化および競争促進が期待できる

と、この２点からこの４０％という提言が出されています。これに対して、放送事業者と、

それから独立製作事業者が集まり協議した結果、そこの下にありますように、９２年末まで

に２５％にしましょうという形で協定が結ばれているんですけれども、これが以後、準用さ

れる形で２５％というふうにしているというふうに言われています。 

この外部調達率がどういうふうに評価されているかというのが、その次にあります。１１

ページに、Ｏｆｃｏｍのことしの夏に出たばかりの公式文書ですけれども、こちらの中で、

独立製作事業者についてという項がありまして、独立製作事業者、以前は力としては弱かっ

たけれども、現在は大きな成長を遂げてきた、すべての地上波チャンネルに対して大きな貢

献を果たしている。この要因として、放送事業者に対する外部調達規制というのが挙げられ

るというふうにＯｆｃｏｍが言って切っている形になっています。 

実際のデータというのを幾つか、次のページ、１２ページに示したんですけれども、まず

左側の図ですけれども、これは放送事業者が実は番組を製作したり、外部から調達したりす

るのに幾ら使っているかというので、真ん中のChannelsというところが放送事業者ですけれ

ども、こちらで約４,５００万ポンドということで、約１兆円ぐらいですかね、というのがあ

りまして、これのうち３分の２ぐらいが外部からの購入とか製作に使っているというのが書
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いてあります。これは、単純に本当に製作だけじゃなくて、多分いろんな権利購入もあると

思いますけれども、そういう形で外部からの調達が増えているということ。それから、右側

のグラフにありますように、各事業者が毎年ちゃんと規制を超えているという形になってい

るということでございます。 

最後に、番組製作者の概要と、その取引の実態ということでご説明したいと思いますけれ

ども、１３ページに表がありまして、主な独立番組製作事業者というのを挙げております。

これは規模の大きい順ですけれども、そこの右にあります売り上げ規模で言うと、数百億円

というところが幾つもあります。日本と比べて非常に大きな企業といいますか、企業グルー

プがたくさんあるということ。それから先ほど述べたように、独立という定義からわかりま

すように、放送事業者と関係ない形の資産ということで、こういった大きな製作事業者があ

るのが特徴かと思われます。 

規模別に見た場合に、どういうのかというのが、１４ページ、次のページにありますけれ

ども、これは横軸に各事業者の収入規模別を置きまして、縦軸にその規模の事業者がそれぞ

れ全体で幾ら、その年に事業収入があったかという合計値になっていまして、事業者規模別

の分布状況になりますけれども、これで見ますと、やはり右側にある大きな事業者というの

が非常に大きい。２００６年の場合、全体で金額ベースで６０％ぐらい占めていますけれど

も、こちらが、２００５年と２００６年を比べても非常に大きな成長をしているということ

です。こういう特徴があります。 

その次のページ、１５ページに、独立の製作事業者が２次利用等で得た収入はどのくらい

あるかというのを示したのがありますけれども、左側から、だんだん大きくくるようにして

右側にどんどん細分化されていく形になっていますけれども、独立製作事業者におけるＴＶ

番組関連の事業規模というのが、全体で左から２番目の箱、１６億９,０００万ポンド、約４,

０００億円ぐらいですけれども、そのうち、英国内が３,２４０億円ぐらい。さらにその中で、

１次利用と、２次利用、その他ということで分けますと、１次利用がやっぱり８割ぐらいあ

りますけれども、２次利用も２割ぐらいありまして、４３０億円ぐらいの規模というのがあ

るというのが、独立の製作事業者によって行われているというような形になっています。 

最後に、こういった独立の製作事業者のセクターが強いと言いますか、力を持っていると

言えると思うんですけれども、そういった中で大きな役割を果たしているＰＡＣＴという団

体の概要を最後に説明したいと思います。先ほどもあったＯｆｃｏｍのガイドラインにおい

ても、放送事業者と、それから製作事業者の集まりＰＡＣＴ――ここにありますけれども、

Producers Alliance for Cinema and Televisionというところ、ここの協議でいろいろ決めなさ

いという形になっていまして、これがどういう団体かというのを最後にご説明します。 

ここにありますように、長編映画、放送番組、アニメーション、それからインタラクティ
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ブメディア、その他を製作する事業者の同業者団体ということで、実態としては、８０年ご

ろからいろいろ活動があったそうですが、今の形になったのは９１年と。約７００社の会員

でありまして、そこにありますように、製作事業者以外にも専門サービス事業者も含めて関

連する事業者がいっぱい集まっている形になっています。どういった活動を行っているかと

いうことですけれども、政府や規制機関への陳情、請願、交渉等とか、いろんな教育・研修

とか、あるいは小さなプロダクション向けの専門サービスの提供とかいろいろあるんですけ

れども、大きなのは、やはり２番目に書きましたけれども、各放送事業者との取引条件の交

渉ということで、外部から調達する場合の条件について、ここが窓口になって交渉すると。

これに沿って、各事業者、製作事業者は契約を結ぶことができるという形になっております。 

最後のページに、今の活動内容を図にしましたけれども、上にあるＤＣＭＳ、Ｏｆｃｏｍ、

こういった政府や規制機関に対しては意見、提言等を行う一方で、左側の放送事業者とはこ

ういう協議を行う。それから、会員である独立製作事業者にはさまざまなサービスを提供す

る。それから、先ほどありましたコンベンションに出展したりとか、そういった非常に幅広

い活動を行うという、非常に力を持った団体が存在するという形になっているようです。 

駆け足ですけれども、以上になります。 

【村井主査】 ありがとうございました。質疑等はこの後まとめて行っていただきたいと思いま

すので、金様から「韓国の外部調達政策について」のご報告をお願いいたします。 

【金オブザーバー】 私のほうからは「韓国の外部調達政策について」、その導入の背景、そして

その現状の評価、そしてその改善策、この３点についてお話しいたします。 

まず、基本情報でありますが、韓国の外注製作というのは、先ほど説明がありましたよう

に、イギリスで外注製作が導入された１９９０年の翌年である９１年に、地上波放送局を対

象に導入されました。その義務づけられる外注の比率でありますが、当初は放送時間、全体

の編成時間の３％以上ということでスタートしまして、その比率は毎年のように増加して、

現在は特殊関係者、つまり関連会社の有無によって２４％から３５％になっております。実

際、統計を見ますと、２００５年度現在、ＫＢＳ１については全体の番組の中で外注の比率

が２４.５％、ＫＢＳ２については５９.３％、ＭＢＣについては３６.５％、ＳＢＳについて

は３６.１％で、すべての地上波放送局が義務編成比率をクリアしている状態であります。こ

の編成比率でありますが、法的には大統領令で定める範囲内で、放送産業を管轄する放送委

員会の告知によって決定されることになります。 

その次に、法的根拠でありますが、放送法７２条第１項と５８条第１項において定められ

ております。その外注比率を違反した場合の罰則規定でありますが、放送法１２５条第１項

の中で定められておりまして、実際、過去の例を見ますと、違反をして罰金が適応された例

というものも相当数ございます。 
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その次のスライドで、この外注製作でありますが、その製作を支える大前提がありまして、

それは製作編成連ソウという放送産業の垂直統合構造というものが公共政策的な観点から見

てプラスな影響よりは、マイナスな影響が強いということが、その政策の大前提となってお

ります。その問題意識が幾つかあるですが、１つは、キー局の内部製作が中心になっていき

ますと、地方放送の製作能力というものが萎縮されるという点、次に独立製作者にとって製

作市場へ参入する障壁というものが高まると。その結果として、放送局との交渉力の差とい

うものが現在よりさらに広がってしまうという点。 

次に、製作市場において競争の不在は、放送市場の中長期的な成長においてネガティブに

働くという考え方、最後に、番組の製作主体というものが放送局を中心とした寡占構造によ

って支配されていた場合に、番組のダイバシティー、多様性というものが阻害されて、放送

の公共性にもマイナス、ネガティブ効果を与えるのではないかといった問題意識があります。 

そこで、韓国政府は９１年に外注製作を導入するわけでありますが、その趣旨としては、

ここに書かれております、さまざまな趣旨が挙げられております。１つは、技術革新によっ

て多メディア、多チャンネル化が進むと。それによって番組のいわゆる需要、出口というも

のが増えてきたわけなんですが、それに対する番組の供給能力というものが追いついていな

いという、いわゆる番組の需給調整問題を解決する１つの手段として。そして、国内の番組

製作市場において、より、さらなる競争を導入する。３つ目に、製作主体というものを多元

化することによって、先ほどの番組の多様性というものを確保する。次に、地上波３社によ

って寡占的な市場支配が行われているわけでありますが、そうした寡占的な市場支配力とい

うものを、この政策をもって緩和するということ。また、現在放送局の中で完結しておりま

す製作人材、または製作の質というものを外部化することによって独立製作者の育成・保護

を図ると。その結果として、映像産業全体の育成と国際競争力の向上につなげるという考え

方が背後にあります。 

９１年に導入されて、この外注製作は１６年たつわけでありますが、その政策効果につい

てはプラス面とマイナス面があります。主にここではプラス効果について申し上げますが、

そこには大きく２つあります。１つはこの政策が実行されて以来、独立製作者の創業数とい

うのが著しく増大したということが申し上げられます。数字で申し上げますと、例えば９８

年、韓国の中には１０８社の独立製作局があったわけなんですが、２００５年度においては

約５倍の５５１社に増えております。ただ、１つ注意していただきたい点は、この５５１社

のうちに上位１４社の売り上げ合計というものが全体の独立製作者の市場規模の中で７割を

超えるという意味で、この製作市場におけるメジャーとマイナーの二分化というものが強ま

っているということが言えます。 

次に、この外注製作というものが直接的な原因になったのかどうかというのは議論の余地
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がありますが、９０年代後半以降、韓国の放送番組の海外輸出というものが拡大していて、

その結果として韓流ブームが起き、その結果として貿易収支というものが大きく改善したと

いうのが外注製作のプラス評価をする際に使われる根拠であります。 

ここで、外注と関係する著作権帰属について、その現状を見ていきますと、著作権帰属に

ついては、大きく２つの基本的な考え方があります。１つは、創作行為を行った者に対して

著作権を帰属させるという考え方と、もう一つは、創作における経済的なリスク、投資した

もの、経済的なリスクを負担した者に対して帰属させるという２つの考え方があります。韓

国の場合は、法律的には基本的に創作活動を行った者に対して著作権を帰属させるべきだと

いうような推定規定があるわけなんですが、実際の業界慣行としては、製作された後に製作

会社から放送局へと包括的な譲渡などの手段を通じて経済的なリスクを負担した者、すなわ

ち放送局に対して著作権が帰属されるというのが一般的になっております。ここにＫＢＳ、

ＭＢＣ、ＳＢＳの著作権帰属の状況が書いてありますが、例えばＭＢＣの場合は外注製作番

組の約９割以上が、著作権が放送局側に帰属されるというような状態であります。これを若

干定性的に申し上げますと、外注番組については製作会社が法律的には著作権を持つわけな

んですが、実質的には放送局に対して著作権を要求することすらできない、そういう状況で

ありまして、その要求した場合においても、放送局がこれに応じたケースというのはほとん

どないというのが実情であります。 

ここから各利害関係者の外注製作に対するレスポンス、評価について見ていきたいと思い

ますが、当然ながら、こうした外注製作については、利害関係者によってその反応、評価と

いうのは大きく異なってきます。中でも、最も外注製作に対して強く反対する主体は地上波

放送局でありまして、その反対する理由というのは複数ございます。中でも、最も大きいこ

とは、外注製作というのは、編成時間の中であるパーセンテージ以上の編成を義務づけると

いうことでありますので、放送局の固有の権限であります編成権への不当な政策的な介入で

あるというのがよく言われます。次に、外注比率というのは継続的に増加していくと。放送

局の中で今まで、自社内で製作した比率というものが下がっていきますので、その役割を担

ってきた自社内の製作人材、または製作の施設というものが余剰資源化してしまう。その結

果として労使紛争に発展する可能性もあるという点が指摘できます。全体的な、そういった

結果として、放送局経営というものが、今後ますます圧迫される可能性があるというところ

も指摘されます。 

次に、まだまだ独自製作会社の中では零細な企業も多く、そういう意味で、彼らがつくり

出した番組が必ずしも地上波放送局で流す番組のクオリティーに到達しているかどうかとい

う意味で、番組の質というものが低下してしまうということと、最後に、世界的な流れとし

て、規制緩和、自由化、またはアメリカを中心として垂直統合という傾向がある中で、こう



 

-10-

した世界の放送産業の大きな流れに対して、外注製作というのは逆行する動きではないかと

いうことで、放送局としては、根本的には外注製作を廃止する、または、今、継続的に増加

している、その比率というものを下げる必要があるということを一貫して主張しております。 

これに対して独立製作者側は真っ向から反論するわけですが、その外注製作に対する独立

製作者側の基本スタンスとしては、もちろんポジティブでありますが、その政策が持つ実効

性についてはまだまだ限界があるということで、その補完策というものを講じる必要性があ

るということを主張しております。幾つかの問題指摘と改善策について整理をしますと、例

えば外注といったときに何をもって外注なのかという、その外注の認定基準というものが現

在はあいまいであって、その解釈が放送局によって都合よく解釈されていると。また、その

外注比率の報告というものが放送局の自律的な報告に基づくもので、そうした自律的な報告

に対して客観性のある評価体制というものがまだ構築されていないということで、そういっ

た監督機構というものを設立する必要があるんじゃないかというようなことも主張します。 

次に、放送局と独立製作者の間での交渉力の差によって不公正な契約が行われるわけなん

ですが、そうした契約の不公正な行為を是正する監視体制の構築が必要だということも主張

しています。次に、製作費の算定基準というものがあいまいであるという現状を受けて、政

策的に標準となる標準製作経費を作成する必要があるということ、著作権帰属において何ら

かの形で政策的な調整機能を果たすべきだということ、また、大手の独自製作者の場合は、

こうした今までの外注製作の恩恵を一番受けてきたわけなんですが、今後の外注製作に対す

る期待というものは低くなっています。しかし、その一方で、今まで外注製作の恩恵をあん

まり受けていない中小の製作会社というものは、今まで恩恵を受けていないにもかかわらず、

今後の外注製作の強化については最も強く支持しているステークホルダーでもあります。 

最後に、最近の最も注目すべき動きとして、独立製作者側が、今まで地上波放送局に適用

範囲を限定していた外注製作を、ケーブルテレビまたは衛星テレビなどの成長している新規

メディアに対しても拡大して適用する必要があるんじゃないかということを主張しています。 

こうした主に独立製作者側の指摘を受けまして、韓国の放送産業を管轄しております放送

委員会のほうは、２００３年度に外注製作の改善法案研究という提言に基づきまして、産官

学の１１人のメンバーからなる「外注改善協議会」というのを発足いたしました。 

その中で主に検討された内容としては、外注製作の認定基準を政策的に確立する必要があ

るということ、次に適正な外注比率というものは何なのかと。次に、製作費の算定方式、ま

たはその算定基準というものを明確にするということ。次に、著作権帰属において透明性と

いうものを確保する必要があるということと、最後に放送局と独立製作者の間での標準契約

書を政策的に示すということが言われておりまして、その検討の具体的な成果としては、２

００４年度に「外注製作標準ガイドライン」というものを策定して施行したことがあります。 
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こうした外注製作に対しての補完策としては、韓国においては２００１年度にPrime Time 

Access Ruleというものが導入されました。その導入という背後には、外注比率というのは

９１年以降、毎年のように増加してきたわけなんですが、放送局側がこうした外注番組を周

辺の時間帯に編成することによって、もともとねらっていた政策効果というのは十分発揮さ

れていないというような問題意識が背後にありまして、そこで外注番組の視聴機会というの

を増やして、独立製作者の競争力を増大するということで、２０００年度に導入を決めて、

２００１年度から導入されました。具体的には午後７時から１１までというプライムタイム

のうちに、８％以上を外注番組で編成することを義務づけております。 

このほかに、現在検討中の改善策が複数ございます。まず１つ、製作費Ｑｕｏｔａ制であ

りますが、これはフランスにおいて既に導入済みの制度でありまして、外注製作というのは、

どちらかというと編成時間のクオーター、編成時間の量で製作を実行するわけなんですが、

この製作費Ｑｕｏｔａ制というのは、放送局の売り上げの一部を外注製作に投資をして、ま

たは外注製作した番組を購入することに割り当てるということを義務つける政策であります。

その政策目的でありますが、外注製作比率というものが高くても、個々の製作に対して低い

製作費を策定すると番組の質が落ち、また、特殊製作者の収益にマイナス影響があるという

ことで、当初、目指していた独立製作者の育成につながらないという問題意識と、放送局側

が不当に安い料金で番組を受注することを避けまして、また、番組の質を確保する。それに

よって、独立製作者を育成するというような考え方が背後にあります。これによって、独立

製作者側にとっては、安定的な財源を確保するというプラス面があるわけなんですが、放送

局にとっては、経営を圧迫する要因になるというような指摘がなされております。 

次に、先ほども説明がありました、外注専門チャンネルの設立であります。これは８２年

に、イギリスのChannel４がその代表例であるかと思います。外注専門チャンネルというの

は、その言葉が示すとおりでありまして、番組の調達と編成はその放送局が行いますが、製

作はみずから行わないというようなチャンネルであります。韓国においても、２０００年以

降、文化観光部を中心に、公営放送型の外注チャンネル設立案というものが提起されたわけ

なんですが、例えば、新聞社、または地上波放送局、または放送委員会が反対することによ

って、事実上、現状はその議論が中断している状態が続いております。 

こうした外注専門チャンネルの設立によって期待される効果としては、製作基盤が強化さ

れるということと、地上波ネットワークを経由しない、ファーストランのシンジケーション

が活性化し、番組の流通市場というものが成長するということが期待されております。 

次に、著作権帰属に対する政策介入でありますが、要は、独立製作者の権利帰属というも

のを進めて、放送局の番組に関する権利保有を一定部分、政策的に制限するという案。また

は、権利帰属ではなくて、二次利用から得られる収益の配分ルールを制度的に調整をすると
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いう案が考えられております。具体的には、番組は権利の束ということで、そうした権利の

束としての、いわゆる著作権というものと、権利の束の一部としての放送権、放映権を区別

して、そうした権利分割が明確にできるように、標準契約書を作成させて、事後的に透明性

を確保しながら、管理・監督するという案であります。これは後ほど申し上げます、施行規

約(Code of Practice)というものと並行して実施することが求められている制度であります。 

次に４つ目に、標準製作費の策定であります。これは放送局が製作者に対して、交渉力の

差を利用して、外注の際に、合理的な製作費を策定しないという問題を防ぐ目的でありまし

て、製作算定の基準というものを、段階的な協議を通じて策定をして、公正性、またはオー

プン性を確保しようという案であります。 

次に、外注製作の標準ガイドラインの策定であります。規制政策のように他律的に、事前

的に介入するものではなくて、当事者間の協議を通じて、合理的な指針というものを、自律

的に設定をして履行できるようにするというものでありますが、ただ、ガイドラインと申し

上げますと、その法的強制力というものがないわけで、当事者が宣言的な次元で終わってし

まうんじゃないかというようなおそれもあります。こうしたガイドラインというものが有効

に機能するためには、当事者間の双方の信頼関係というものが前提になっているわけなんで

すが、現時点で、韓国の状況においては、そうした信頼関係というのは期待しにくいという

ようなのが現実であります。このガイドラインは、いわばルールを自律的に設定して、その

監督、履行というものも自律的に行うというような概念化ができます。 

最後に、施行規約であります。これはイギリスにおいて、２００３年度のコミュニケーシ

ョン法によって導入された制度でありますが、先ほどのガイドラインが強制力はないと。そ

うした非強制力性からくる弊害というものを克服して、業界の自律的な設定に加えて、自律

的な監督ではなくて、製作側による事後的な、他律的な監督というものを組み合わせた制度

でありまして、ガイドラインに比べると、より包括的で、明示的で、また実行可能性という

ものが高いと。こうした施行規約の中には、著作権帰属の問題、または標準製作費の策定基

準などを明示的に示すというものも含まれております。 

これは自律的な設定に対して、他律的な、事後的な監督を加えたものとして、イギリスに

おいて非常に高い政策効果というものが証明されてきたという意味では、韓国においても、

最近は非常に注目を浴びております。 

以上です。 

【村井主査】 ありがとうございます。 

それでは、引き続きまして、日本のご説明ということで、「フジテレビにおける外部製作比

率と権利帰属」ということで、金光さんからご説明をお願いいたします。 

【金光オブザーバー】 それでは、日本の外部製作比率と権利帰属についてということでござい
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ますが、一応、本日は、フジテレビの実例をもってご説明させていただきたいと思います。

これは契約にかかわることでございますので、個々の契約に関しては、極めて詳細に差があ

るとは思いますけれども、放送局での基本的な考え方としては共通するものがありますので、

そういうものだというふうにお読み取りいただきたいと思います。 

まず、外部製作比率に関して、今、英国及び韓国の説明がありましたけれども、日本がい

かにその比率が高いかというようなことを示すためにも、資料１ということで、別表の１を

ごらんいただきたいんですけれども。縦位置のブルーと白で色分けされている表ですけれど

も、この表は、フジテレビのことしの１０月改編のタイムテーブルです。ですから、まだ放

送されているわけではなくて、今後やるというものの一番直近の資料を持ってきました。 

この中の色分けされているものに関しまして、白いところが、下にちょっと小さい字で加

筆してありますけれども、自社製作番組の枠でございます。一部コーナー委託等々のものも

含みますけれども、自社製作、著作権を有するものと考えていただきたいと思います。それ

から、濃いブルーのところが外部製作番組。いわゆる放送権購入番組。一部系列局から購入

しているような番組等々も含むということで、フジテレビが製作するんじゃなくて、購入し

ている番組という色分けでございます。それから、ブルーの※がしてあるところですけれど

も、編成表というのは、番組というのは枠単位で規定されていますけれども、レギュラー枠

というのと単発枠という２種類があります。レギュラー枠というのは、毎週何曜日、何時か

らは同じ番組をやっているということで、基本的には同一製作母体でつくられていくものと。

それに対して、単発枠というのは、枠タイトルはありますけれども、今週は２時間ドラマ、

こういうもの、来週はこういうものという形で、それの製作母体が、週によって変わるもの

ということで、ここの※というのは単発枠でございます。この単発枠に関しましては、外部

製作番組の比率が高いので、ブルーの色を塗ってあるということでございます。それから、

薄いブルーのところが再放送枠ということで、再放送も同様に、自社製作番組を再放送枠で

かける場合も、外部から調達した番組を再放送でかける場合もありますので、これは混在と

いうことで薄いブルーとしてございます。 

それで、この中で星印で赤いマークがついているところ、これが何かといいますと、これ

は生放送枠です。全放送、全タイムテーブルの半分近くを生放送が占めているということが

おわかりだと思います。生放送は、基本的にというか、原則として社内製作でございまして、

社員の手によってつくられる。ニュースを代表として、緊急対応等々の体制を整えるという

のも含め、それから、スキル的にも、生放送に関しては社内製作であるということが原則で

ございます。それから、生放送番組は、当然のことながら、二次利用できる対象番組ではご

ざいません。ということで、この全体のタイムテーブルにおける外注比率というところで、

上に小さく書いてありますけれども、生放送以外の全日枠における外部製作比率は３０％以
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上。さっき言った単発枠等々の入り繰りがありますので、厳密な数字は出せませんけれども、

３０％以上であることは間違いない。これはちなみに、先ほどの説明でも、英国のクオータ

ールール、２５％ルールで、生放送を母数から抜いているというご説明がありましたけれど

も、それに準じた形での計算ということで、ご理解いただきたいと思っております。 

それから、プライムタイム。先ほど、韓国の説明がありましたけれども、プライムタイム

８％以上という説明でしたけれども、この１９時から２３時における外部製作比率は３０％

以上という形で、全体の中で３割強に関して、外注の番組で編成をしているというのが、フ

ジテレビの今の１０月改編の実態としてのデータでございます。 

それに続きまして、権利の帰属に関して、次のページに表を用意してございます。これに

関しましては、外部製作番組の契約書に関しては、何種類かございます。その中で、特殊な

ものを除いて、代表的な２例をここで示させていただいております。１つが、左側にあるＡ

ＴＰ契約。皆さんもよくご存じの、番組製作者連盟と契約する場合の基本的な契約のひな型

でございます。ＡＴＰ契約、これは番組の製作及び利用に関する契約というタイトルで契約

を交わします。具体的にどういう番組が該当するかということで、この枠の一番下のところ

に「基本形態」と書いてあるんですけれども、企画の発意、アイデアが製作会社にあるもの

で、局の編成方針に従って、製作会社が製作を担当する番組と。通常、放送局は、プロデュ

ーサー的役割で携わると。製作費は、全額放送局が支払うというところで、製作会社のほう

から、「いい企画があるんだけれども、放送できないだろうか」という相談を持ちかけられ、

編成のほうで、だったらこの枠で、この時間帯でかけたらいいんじゃないかという相談をし

て、それだったら、こういう番組にしましょうよという相談をして、それだったらば、製作

費が幾らかかるかという見積もりをいただいて、それでその製作費全額に関しては、いつい

つまでにお支払いしましょうということで取り決めた上で、番組発注をして、番組をつくり

出すという形態がＡＴＰ契約。番組発注契約と言いかえてもいいかもしれません。 

この場合に関しての決める放送条件というのは、上のほうに戻りますけれども、放送地域

と放送回数、これは基本的に決めます。よくある例としては、日本全国で、２年にわたって

２回の放送権購入ということで、ただし、ケーブルテレビへの同時再送信及び海外における

日本語放送は含むというような放送条件を決めます。製作費に関しましては、先ほど申し上

げましたように、全額放送局の負担となります。 

それで、この番組の著作権がどこに帰属するかといった場合に、発意・アイデアを出した

製作を担当した製作会社が著作権を持ちます。それから、同時に、権利処理というところで、

グリーンで書いてありますけれども、権利処理の担当も、当然基本的に著作権を持っている

わけですから、製作会社が行うということになっております。この場合の二次利用の窓口、

二次利用の機会を見つけて、それの権利処理をするという窓口に関してはどうなっているか
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ということですが、これは細かく二次利用を覚書で規定するんですけれども、一応、ＡＴＰ

契約の契約書の裏書きの条文に、原則精神条項を書いてあります。ここを抜粋しましたけれ

ども、甲乙は、利用の窓口になって積極的に推進する。それから、二次利用の機会を開発し

た当事者が、利用の窓口となることを原則とするということで、両者が自由に二次利用の窓

口権を、「権」っていう、「権利」ではないですけれども、二次利用をする機会を有するとい

うことが、原則として盛り込まれているということでございます。 

それによって得られた利益に関しては、局と製作会社で、例えば５０・５０の配分をする。

あるいは、局が３０、製作会社が７０、あるいはその逆等々は、その事例、条件によって、

その都度決めていくということで、配分比率を決定するということでございます。 

ここで一応、※１、２としてあるんですけれども、一応、※１、権利処理に関しては、製

作会社の担当というふうになっているんですけれども、まずはＡＴＰ契約の番組での二次利

用する番組は、実はほとんど実績としてないというのが実情でございます。一部ＡＴＰ製作

のドラマの番組をＤＶＤ化や番組販売化する場合がありますけれども、その際は、製作会社

からの依頼により、権利処理業務、いわゆる窓口業務は局が代行することになっているとい

うのが実態でございます。それは局製作であれ、外部製作であれ、すべてのコンテンツの二

次利用の収益性の拡大に、局が努めているという証でもあろうということでございます。 

それから、※２の原則というところで、二次利用に関しましては、甲乙が積極的に推進す

るとありますが、やはりこれは、例えば、放送権を２年に１回で買っているところで、例え

ば、弊社、フジテレビが放送権を買っている期間中に、その窓口の利用が自由だということ

で、例えば、別の局さんに、その放送権を並行して売られてしまったら非常に困る。あるい

は、放送する前にＤＶＤ化されてしまったら困るということは、当然の商習慣としてござい

ますので、明文化はしておりませんけれども、それは好ましくないということで、別途協議

事項の中で、両者の基本的合意事項になるということでございます。ですから、放送権を購

入するという形でありますけれども、その放送権の価値を毀損しない、外国とのディールな

んかで、エクスクルーシブ契約とかすれば明快なんですけれども、そこまで厳密に縛らない

で、契約を緩くしておりますので、基本合意事項の中で、そういう別途協議事項として解決

するという方法をとっているということでございます。 

というのが、ＡＴＰさんとの契約のひな型でございます。もちろんこれはいろいろなケー

スがございますので、これを基準にして、いろいろとアレンジはされていくということは申

し添えておきます。 

それに対して、購入契約、いわゆる番組調達契約。先ほど、英国の独立事業者からの調達

契約という説明がありましたけれども、多分、それがこれに当たるものだと思います。これ

はどういうものかといいますと、既に製作済みの番組を、放送局が放送権を購入する番組で
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す。従いまして、当然のことながら――これを当然と思っていない国が多いんですけれども、

日本の場合は、局は二次利用できないという考え方に立っております。ということで、放送

条件に関しましても、それはそのときの、いわゆる相場なり条件ですので、１年に首都圏だ

けですよとか、２年で１０回ですよというのは、番組を購入する際の交渉ごとになりますの

で、これはさまざまなケースがあるということでひな形は出せないと。 

製作費に関しましては、当然この製作費というのは、総額で既に出されて作られているも

のですので、放送局はその権利者から番組の放送権を番組購入費として買うことになります

ので、製作費の１％相当から１００％、２００％相当まで、その商品価値によって相場は変

わるものでございます。製作費の何割かをこの番組購入費で負担するというのが通常だと思

います。ということで著作権は当然のことながら製作会社及び権利所有者、二次利用に関し

ましては、基本的には二次利用はできませんので、それは覚書で規定することはありません

が、一部アニメ等々で何らかの理由によって局のほうに配分をするというような契約もあり

ますので、その場合は別途、覚書を制定するということです。権利所有は当然のことながら

製作者ということです。ですから、基準収益配分に関しましても０対１００で、局への配分

はないということで、今、英国及び韓国等々でいろいろとその辺のところの法制度を変えよ

うとしておるようですが、日本に関しては既にこうやって開かれた形で権利は渡してあると

いうことが、実態ではおわかりだと思います。 

こういうもので、例えば購入契約番組みたいなものが市場で盛んに売り買いされているの

は、前回の会議でも申しましたが、アメリカのシンジケーションが、局の需要に対して売り

買いしているというのが国内の商品を持って国内で流通している市場の大きいところという

のはアメリカぐらいしかないんではないかと思っています。ということを補足しておきます。 

ということで、いわゆる外注比率、それから契約の帰属に関して、今、実例をもってご説

明しましたけれども、とりあえずまとめましたので、それを前に戻りましてご説明させてい

ただきたいと思います。一部、必要なところだけご説明させていただきますけれども、外部

製作比率に関しましては、先ほども説明がありましたけれども、海外で規制をする。例えば、

アメリカだったらプライム・タイム・アクセス・ルールがあって２５％だと。欧州もクオー

タールールがある、２５％。韓国に関してはプライムタイムが今８％以上というのを報告し

ました。というものの比率の基準を既に現実としては日本の場合は上回っているということ

が１つ。それから、先ほど韓国でもありましたけれども、局としては外部製作番組の比率の

増大というのは、やっぱりコンテンツのいわゆる収益の拡大、最大化をするに当たっては、

必ずしも経営戦略上好ましくはないというのは、どこの国でも同じだと思いますので、それ

も一応、ここはつけ加えておきたいと思います。 

それから権利の帰属に関しまして、これはさっき、権利に関する二次利用の窓口をどこが
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行使するかといった場合に、製作会社さんが本来おやりになるべきものなんですけれども、

一部の例外を除いて局が代行しているというところ、それはなぜかと。これはもう言わずも

がななんですけれども、日本においての放送番組というのは二次利用をする時点において、

まとまった１つの自由に動かせる商品ではありませんと。権利者の許諾を得て条件の話を詰

めて合意を得てから、初めて商品となる権利の束と。これはもうよく出る話ですけれども、

権利の束でしかありません。そのためには専門的なスキルが必要だということでございます。 

下の太字のほうに飛びますが、そのために放送局というのは１００名規模の権利処理スタ

ッフを配して、全放送番組の数％しかない二次利用番組のために権利処理業務を行っている

のが実情でございます。合わせてYouTubeのような違法使用に関しての削除依頼業務等も外

部製作の番組を含めて全番組にわたって行っております。この作業を日本において製作会社

さんが行うのは非常に難しいのが現状ではないかと思っています。このスキルが煩雑である

から大変だということで、必ずしもこれを否定するべきものではないという必然性とメリッ

トもあるということは、説明はいたしませんけれども、あるというふうに考えております。

それから、今回、放送事業者と呼べる当事者でございますので、その辺のところを踏まえて

若干の提言をさせていただきたいと思っております。 

前回及び今回に関しまして、日本の放送体系を検討するに際して、海外の放送局の事例を

引き合いに出すというような、今、研究委員会が開かれているわけですけれども、その場合、

歴史的な背景とか、制度の違い等を正確に把握した上で解釈しないと、ある種、現象面だけ

でとらえた場合、間違った結論を導き出す危険性があるというふうに考えます。それから、

また日本における放送局と製作会社の関係についても同様だということだと思います。日本

のように市場原理に従い、民々でルールをつくりながら国民の利益に資する放送体制を構築

した国というのは世界的にも希有だと思います。ちなみに各国が民営化するとか、民営の放

送局を作るときには、日本というのはモデルケースはして非常に参考例として使われること

が多いということもありますように、それぞれ国によって違うというよりかは、日本とアメ

リカ以外が違うと考えたほうがわかりやすいかもしれないと思います。 

というのが次に書いてあるんですけれども、日本とアメリカを除くほとんどの国の放送体

制というのは、実は国営、公営の放送局主体であるということで、結果的には放送制度、製

作に関する国のあり方というのは、非常に国営色、公営色が強いですから、日本でいう放送

法におけるＮＨＫ法がかなり細かく書かれているのと同様に、すべて網羅的にかけられてい

るというところの歴史の中でやられているというのが外国の放送局の例だと思います。 

ということで、日本とアメリカ以外に関しましては、やっぱり１９５０年代ですから、テ

レビ局ができ上がったのは。第２次世界大戦以降、まだ冷戦時代の中で放送局を作るという

ときはどうしたって体制と国家秩序の維持ということや、自国文化の尊重ですから、母国語
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に関して、できるだけ多く比率を放送せよみたいなものは、ずっと９０年代ぐらいまでどこ

の国でもやっていた。スペイン語だったらスペイン語放送、インドネシアはインドネシア公

語、アメリカの放送は英語使うなみたいなことをわりと制度的に縛ってきたというのが放送

局の歴史。それから宗教・民族的な制度みたいなことがあるというようなところで、近年急

速にいわゆる番組コンテンツが産業振興の視点で制度改革を始めたところだと理解をします

ので、先ほど来申し上げていますように、日本とアメリカ民々でかなりの期間をかけて、既

に解決していることは非常に多いと。それを今、制度化しているというのが外国の実情だと

思っていいんではないかと思います。 

それから、前回の説明に引き続きになりますが、やはり製作会社との関係を考えるに当た

って、放送局設立時の製作リソース（外部製作会社）の有無の成り立ちの違いも大きく影響

しているということも忘れずに考えておいていただきたい。これはくどくど説明しませんが、

アメリカに関しては、放送局を呼ぶ前にハリウッドがあったよと。海外市場を持つハリウッ

ドがあったよということは前回申し上げました。イギリスに関しても国営放送主体でＢＢＣ、

それにＩＴＶがありましたけれども、ＩＴＶは力のあるところに関して製作を付与させて放

送権を後で渡したというようなことですので、カールトンＴＶ、グラナダＴＶ、今見てわか

りますけれども、放送収入なんかは全体の２０％ぐらいは力の強い母体のあるところが国家

政策として製作会社をつくられたというような背景がある。 

それから、韓国に関しましては、先ほども説明がありましたけれども、我々が理解してい

るのは、やはり日本とはかなり違うというのは、やはり国営放送局主体であるということと、

国情もあると思うんですけれども、極めて商業主義を排除する放送政策を強くとってきたと。

それもコンテンツ的な内容等と製作体制にかえても放送権を求めてきたというのが長い歴史

だと思います。ですから、日本と比較ができないぐらい、放送局主体で番組製作がされてき

たというところだと思います。それから、やはりどうしても商習慣、権利上の問題について

は、特に国ごとのそれぞれ考え方に違いがありますから、一般的にお金を出したものが権利

を保有するという商習慣に根差したものとして、放送番組に関しても、放送局がお金を出し

たんだから権利を持つということがやっぱり問題になっているんでしょうし、今もそれが若

干残っているだろうと思っています。 

というような状況の中で、過度な局に権利も集中するし、番組製作も集中するところに対

して「プライムタイムの１５％以内で外注番組を編成すべき」というような法律が制度化さ

れたというのがあるんですが、このときに１０％以内という言い方もある一方、何とか以上

という言い方があると。これはやっぱりいわゆる国の体制を守るためには何％以内という規

律が必要ですけれども、産業振興上は何％以上に上げなきゃいけないというところが、とり

あえず今、法律上の中でも混在しているという状況ではないかなというふうに思っています。 
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ただし、韓国には見習うところはいっぱいあると思うんですけれども、韓国のとった制度

の中では、やはり一部のドラマの製作会社の中に、今非常に海外で活躍しているようなとこ

ろで利益を得ているところはあるんですけれども、融資制度を導入したり、製作費の支援を

やったり、権利基準の改善など、積極的に策を施し、製作会社の自立を促す策をとっている

というところで、「冬のソナタ」だけではなくて、ああいう韓流ブームを作ったと。あの背景

には、やっぱり製作費を製作会社がみずから出したというところで、放送局の言いなりにな

らないよという強い製作会社の意思が働いた結果、海外市場を作っていったということもあ

ると思いますので、その辺を国が支援したということに関しては、ある種参考になるのでは

ないかなと思っております。 

ということで、日本に関しましては、放送開局時には製作会社が皆無でした。それから、

テレビ局員がスピンオフして製作会社を作っていったというところで、どうしてもイギリス

やアメリカのように強い会社として集合していくという流れよりかは、どちらかというと細

分化して細分化してという、小さく、小さく、製作会社がどんどん、どんどんでき上がって

くるという状況でございます。ですから千数百社、二千数百社あるかはわかりませんけれど

も、非常に規模の小さい製作会社さんが多くなっているというのが現状だと思っております。 

というような現状を踏まえて今のコンテンツ立国を目指す、コンテンツ輸出を促進させる

というところで総括としてまとめておいたんですけれども、「放送局が二次利用に消極的でコ

ンテンツを死蔵させている」というような文言を目にしたりするわけですけれども、こうい

う認識を改めていただかないと、日本のコンテンツ産業の成長はあり得ないのではないかと

いう提言でございます。それから、コンテンツ産業の収益規模を拡大するためには、基本的

には生産する量、商品量を増やさなければ売り上げは上がらないというのは基本的な経済原

則でありますので、現在の放送番組をターゲットにして、同じパイの中で外注比率や権利帰

属について、既に民々で成立している関係を壊すような譲歩を求めても国内の放送番組の総

量は変わらないし、質的な向上も担保されない。ひいては産業振興もつながらないのではな

いかということを言っておきたいと思います。 

もし、新しい映像を流すメディア、例えば今で言うならば通信メディア等が出現し、コン

テンツ需要が発生したならば、まずはみずからのコンテンツ調達戦略、資金計画、製作体制

の確保をまず行うべきではないのでしょうか。それから、同時にそれをすることというのは、

権利者、実演家、あるいは製作会社にとっても、適正な相場のもとで新しい活動を創出する

機会を増やすということが何よりも必要なことではないかと思いますので、そういうある種

副次的なメリットというか、本質的なメリットも生まれるのではないかと考えます。 

その中で、テレビ局がコンテンツ製作者として企業体として果たせる役割もかなりの部分、

いろいろな方向であるのではないか、そこを模索していきたいと思っています。ということ
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で、コンテンツ立国を目指すことに異論はありませんけれども、放送局の内側の仕組み等々

を研究するのはいいと思いますけれども、韓国等々、外国のやっている例の、外側でやって

いる部分にも目を向けて、その辺の制度や仕組みの変更や支援策ということにも期待してい

きたいなと思っています。 

以上です。 

【村井主査】 ありがとうございました。このあと、元橋さんからお話を伺いたいんだけれども、

ちょっと高橋委員が途中でご退席ということなので、これまでのところでご発言があれば、

このタイミングでお願いしたいと思います。 

【高橋委員】 恐れ入ります。ご説明いただきましてありがとうございました。最後のフジテレ

ビさんのお話は、検討の枠組がお気に召さないというか、海外にならおうというように私ど

ものスタンスを誤解されているようなんですけれども、そうではなくて、海外のケースのい

いところと悪いところと、それから歴史的な背景、習慣、すべて見た上で非効率な部分は日

本も正していくべきだと思っております。とにかくいい番組を、選択肢を我々が選択できる

ように供給してほしいという思いでございます。 

そして安江さんから英国のご報告をいただいたわけなんですけれども、思い切ったルール

の適用で、それによって独立製作事業者が大々的な成長を果たしたという事実があるという

ことで、その大きなポイントとして、番組に関する権利を製作者がしっかり保有すべきとい

う考え方に基づいてやったからできたということを学ばせていただきました。それから、金

先生に韓国のご報告をいただいたんですけれども、韓国の場合も同様の仕組みを今導入して

いるということなんですね。外部製作、外注の製作ガイドラインとか、日本が学ぶべきもの

がたくさんあるのではないかなと思いました。 

それで、フジテレビの金光さんにご質問です。まず、データのほうで直近の外部製作のデ

ータをお示しいただいたんですけれども、この１０月期からということで、できれば過去１

０年ぐらいの推移をお教えいただきたいと思うんですが、数字が無理であれば、上昇なのか、

横ばいなのか、どういう傾向にあるのかという傾向値を教えていただきたいということが１

つでございます。もう１つは著作権に関してですけれども、日本の場合には窓口権とおっし

ゃいましたでしょうか、そういうふうな形でやっているということで、事実上、二次利用の

実績はほとんどないということだったんですけれども、そういうご説明を聞いていると、あ

まり二次利用を促進していないと聞こえてしまったわけです。各テレビ局によって違うかも

しれませんので、まずフジテレビさんにお答えいただき、それと違うと放送局があれば、ご

発言いただきたいと思います。１回放送した後にＤＶＤ、インターネット放送、あるいは海

外販売等をやってもいいというルールになっているのか、絶対だめだというふうになってい

るのか、わかりやすく教えていただきたいと思います。 
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消費者の率直な感覚から申し上げますと、二次利用促進のために、作った人が海外展開し

たり、翌日に日本で放送する自由があったほうが、私たちも歓迎と感じているところでござ

います。放送局にとっては何ら問題はないというご発言だったんですよね。今までいろいろ

なヒアリングをしてきた中では、製作会社さんとか、権利者さん等の意見からすると、随分

隔たりが大きいのかなと感じております。 

私の意見を最後につけ加えさせていただきますと、やはり開かれた形で製作会社に権利が

渡されることが、やはり二次利用の促進につながるのではないかというふうに感じました。 

以上です。 

【村井主査】 金光さん、お願いします。 

【金光オブザーバー】 まず、最初のご質問のこの外部製作比率の推移、長期的なものとおっし

ゃられましたけれども、これは開局のときはもちろん０％だったんですけれども、徐々に増

えていって、例えばこの１０年で考えると、もちろん厳密な資料は手元にないので正確では

ないのですが、印象としましては、大体これぐらいの比率で大きく膨らんだりとか、大きく

減ったりとかということはないと考えております。ですから３０％前後で推移してきたので

はないかと思っています。 

それから、二次利用実績がほとんどないというのは、これは説明の仕方が悪かったのかも

しれませんけれども、フジテレビで放送して二次利用は積極的にしているんですけれども、

ＡＴＰ契約で番組を買った、放送権を買った番組の二次利用の実績はほとんどないというこ

とを説明したわけで、局製作の番組に関しては積極的にやっているということは前回の委員

会でもご説明したとおりでございます。どうしても、いわゆる外部製作番組のほうが二次利

用される機会が少ないということで、それはあえて申し上げにくいですけれども、それは何

でかということはいろいろな利用があるのではないかというふうに思っています。 

それから、製作者にちょっと権利を渡してあげてくださいよというようなご趣旨のご発言

だったと思うんですけれども、それを渡していますという説明をするために私はこれを説明

したんですけれども、ＡＴＰ契約の場合は、著作権は製作会社、権利処理も製作会社、窓口

も製作会社で持っているんですよ、日本の場合はと。購入した番組は二次利用の権利も放棄

しているんです、日本の場合は。ということで、ご説明したつもりでございますので、その

ことに関して、今のご質問はちょっと答えようがないなということです。 

それと、もう１個、ちょっと言いたいんですけれども、さっき私の説明に対して、ご説明

されて誤解があるということおっしゃられましたけれども、その最後のまとめで、結局はい

い番組をつくればいいんですとおっしゃりましたけれども、そういういい番組みたいなあや

ふやな言い方をするのがこういう問題を最大に混乱させる原因だと私は常々思っています。

いい番組というのは、何なんでしょうかと。商業的にいい番組なんでしょうか。為政者にと
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っていい番組なんでしょうか。あるいはほかのだれかにとって、つくり手にとって、いい番

組なんでしょうか。そういうことが、今いわゆる産業論をやっているのか、文化論をやって

いるのか、いわゆる国家論をやっているのかということによって、いいというのは変わると

思いますので、そういう言い方でいい番組、良質な番組等々な表現は非常に、ある種、人に

よって解釈は違うので使わないほうがいいんじゃないかと私は思います。 

【高橋委員】 ご反論の部分について、いろいろやっていますということなんですが、現実、放

送権というのをフジさんは２年間持っていらして、その間は売買できないということであれ

ば、いくらこういう表を作っていただいても、流通は促進されないなというふうに感じたの

で、そのように申し上げました。やはり権利者が自由に使えるようになることというか、私

たち、消費者から見たら、もう、iTunesとか、いろいろなものが出ているわけですので、古

くならないうちに新鮮なうちに何度も使っていただくということも必要かもしれません。 

いい番組ということに対することなんですけれども、ここで論争をしても仕方がないので

すけれども、やはり、視聴者に受ける、視聴率というのも、そちらがどういうふうに解釈し

ていらっしゃるかわかりませんけれども、日本人が非常によく見る番組というのは、海外に

行っても受けるかもしれないということがあるでしょうし、コンテンツ流通を促進してきま

しょうという考え方に立って、ここの会議の枠組がありますので、そういう意味で二次利用

にたえるいい番組というふうに私は申し上げているつもりです。 

それで、ちょっと時間がなくて恐縮なんですが、先週ＮＨＫさんを取材させていただきま

したら、ＮＨＫさんの、例えば外注度はどうなんでしょうかというお話をお伺いしましたと

きに、受信料でやっている局ということで、民放さんとはもちろん違うということは承知の

上なんですけれども、いわゆるドキュメンタリー番組というのは、非常に外注比率が高いと

いうことがわかりまして、それは海外にもどんどん出ているわけで、ＮＨＫの場合は販売と

いうことではなくて、国際援助とか、協力とかという形でかなり出ているようなんですけれ

ども、やはり外注比率を高めると、いい番組をつくれるのかなというふうに私は取材の中で

素朴に感じたということを伝えさせていただきたいと思います。 

【村井主査】 植井委員、どうぞ。 

【植井委員】 済みません。ＴＢＳのケースを若干、今の伺った話に基づいて申し上げますと、

ＴＢＳも先ほどのフジテレビの金光さんのおっしゃっているように、基本的にはこれは日本

の場合どこでもそうでございますが、製作会社がつくられたものにつきましては、著作権は、

当然のことながら、法律上も、それから包括譲渡のような韓国がやっていらっしゃるような

形もとっておりませんので、基本的に著作権は製作会社に帰属するということで、共通して

いる部分でございます。これは在京社を含めて、そのような形になっていると考えておりま

すが、しかし、やはり一番大切な部分といいますのは、コンテンツ流通の促進、そのための
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コンテンツ価値の最大化であると考えておりまして、それも含めまして、実は５年ほど前に

この総務省のほうでブロードバンド時代における放送番組製作に関する検討会というものが

設置されまして、そこで議論された経緯がございます。 

これには、民放在京者、ＮＨＫさん、それからＡＴＰさん、映画製作者の方々といった形

のメンバーが参加いたしまして、まさに取引、放送番組を今まさにここで上がっております

番組製作をお願いする場合の発注条件、契約につきましての公正化、透明化ということを図

るということで、どういうことをやればいいだろうかと、結構議論をさせていただきまして、

その結果、例えば番組製作委託取引に関する基本的な民放連、あるいは在京社、ＮＨＫさん

も含めた各社の指針をつくりまして、それを各社のホームページで公開する。それから契約

見本、いわばモデルとなるような、こういうふうな条項をこういうふうに決めましょうとい

うような契約見本も策定いたしまして、公表したという経緯がございます。 

その場でも、やはり一番大切なのはコンテンツ価値の最大化が重要で、それがこの本委員

会のテーマでございますコンテンツ流通の促進に結びつくというふうにも考えておりまして、

コンテンツ価値の最大化のためには、ただコンテンツがどんどん地上に出ていけばいいとい

うことではなくて、やはりビジネスとして成立するためには、それから関係権利者に対して

所定の、適正な配分が行われるようにするためには、ウインドウコントロールというふうな

形で必要な利用をある程度コントロールすることが必要であろうと考えております。 

そのためにも、今のところ放送局のほうが陣容や、あるいは人員、予算も含めて設定して

おりますので、今申し上げましたスタッフも含めたスキルを生かしまして、放送番組の二次

利用を、例えば国際見本市の会場でブースを作って展示するなりして、促進することができ

ると考えているわけでございます。ただ単に露出されればいいというところはあるかもしれ

ませんが、それであれば、例えばYouTubeやYahoo!オークションだって構わないということ

にもなってしまいますので、ある程度の管理マネージメントということは必要であろうと、

そのために今、原則としては、例えば放送局サイドが窓口権という言い方は申しません、窓

口業務をやらせていただくというふうなことを一般的に進めているわけでございます。 

ただし、もし製作会社のほうでこういうことができてこれはすごくいいビジネスになるん

だということを持ってこられた場合は、どの放送局もそれはいいということになれば、そち

らの製作会社のほうがおっしゃるようにウインドウを行われるということもあり得るわけで

ございます。 

以上です。 

【村井主査】 どうもありがとうございました。それじゃあ、今お話がちょっと出ましたが、元

橋さん、お待たせしました。済みません。 

【元橋オブザーバー】 高橋さんにご評価をいただいた中でなかなかちょっとコメントをしづら
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い部分があるんですが、高橋さんはご退席ということで。 

フジテレビさんと、基本的には同じような考え方を持っているんですが、ＮＨＫの場合は

どうなのかということをご説明したいと思います。資料がなくて申しわけありません。私ど

もも以前からもちろん番組を自社内で、インハウスで作るだけではなくて、外の製作会社の

皆さんからも提案をしていただいて、ＮＨＫスペシャルとか、特集番組を含めて、多く、外

注というんですかね、製作委託をしてきた事例というのがございますが、去年の７月からホ

ームページ上で明示をして、どういう時間帯のどういうジャンルの番組、どういう人たちを

ターゲットにするのか、あるいは総合テレビなのか、教育テレビなのか、衛星放送なのかと

いう、枠を示したり、あるいは予算の規模を示して企画募集ということを始めております。 

これは、意図としては、先ほどいい番組論争というのがありましたけれども、まさに何が

いい番組かというのはいろいろ立場によってだと思うんですが、試聴者の方々に、手あかが

ついた公共放送のかた苦しくて難しい番組ばかりじゃなくて、より多様な、多彩な番組。製

作会社さんがお持ちのノウハウだったり、いろいろな取材網だったり、そういうものを取り

入れることによって、より高品質で多彩な番組をつくりたいということを意図して始めたも

のです。ホームページ上で提案用紙とか、あるいは予算の算定基準だとかいうものもダウン

ロードできるようにして、製作会社さんから見て、より提案しやすいような形になりました。 

これ以外にも、繰り返しになりますが、年に何回か局内の提案会議をやっていまして、紙

の厚さにすると十数センチになるような、何百本もの提案が中のプロデューサーやディレク

ターからも出ますし、外の製作会社さんからも寄せられると。それは内外、完全な競争で、

ネタ本意で、内容本意で採択をしています。ということで言えば、オープンであろうという

ことはあると思います。そのホームページで募集をし始めて１年になるんですが、この間５

回にわたって、その都度テーマなどを設けているわけですが、１０件のテーマで募集を行い

ました。１１本の番組を放送したという実績がございます。 

ただし、先ほどから出ている議論にちょっと一石を投じるかもしれないんですが、うち３

件は多くの提案が寄せられたんですが、やはり内容的に放送できるだけの品質、あるいは中

身がないということで、残念ながら採択提案なしということに終わった募集案件もございま

す。現在は、枠とか、ジャンルを絞らずに、自由に製作会社で提案してくださいというもの

を、毎月月初めに募集をしておりまして、この中から特集番組、総合テレビだったり衛生放

送だったりで、放送されていくものも必ず多く出てまいります。 

それから製作費と権利の部分なんですが、私どもの国内製作の番組というのは、基本的に

は皆様からいただきます受信料ですべて賄っていると。国のお金や、外部のスポンサーから

のお金をいただかないというのが、公共放送のそもそもの原理ですので、そういう意味でい

うと、この外のプロダクションから提案していただいた番組についても、製作費については、
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基本的には全額ＮＨＫの受信料から出るということになっております。 

それから当然ですけれども、この場で前回も申し上げましたが、放送するということでい

えば、企画が採択されたら、あとはもう製作会社に全部お任せということは一切ございませ。

当然のことながら、完成するまで、ＮＨＫの製作プロデューサーが、製作プロダクションと

一緒になって、幾晩も徹夜をしながら品質を練り上げていくということをやっております。

ですから、著作権は製作会社とＮＨＫで共有することになっておりまして、２次利用につい

ては、製作会社の製作への寄与度に応じて、製作への関与の度合いに応じて、契約によって

シェアする形になっております。 

もう一つ、私どもで注意していることを申し上げますと、番組を提案してきて、それを採

択する部局と、製作管理をするところは、やはり別の機能、別の要件が求められるというこ

ととか、あるいは製作の品質を維持する、あるいは採択に当たっての透明性を確保するとい

うこともございますので、その提案の受け付け、採択をするところと、製作管理をするとこ

ろは、はっきりと分離をしています。こういう形で、外の製作会社からの番組を作って放送

していくことによって、今までにない切り口の番組というのは数多く放送できているのでは

ないかと思います。 

去年の７月以降の番組公募、ホームページ上で公募して以降のものでは、まだ２次利用実

績はございませんが、今までは単発、１回限りの放送だったんですが、先ほど申し上げた、

１１本の採択された番組の中から、正式にはあした外部発表するのですが、１日フライング

で発表いたしますと、この１０月からのレギュラー番組の中に、外の製作会社さんからの企

画、提案に基づく番組というのがレギュラー化されることになりました。ちなみに、提案し

ていただいて、製作していただくのはフジテレビさんの子会社です。ですから、先ほどのイ

ギリスの例に則していうと、独立製作会社ということではないかもしれません。 

２次利用の実績というのは、残念ながら１１本の中ではないんですが、以前から放送して

いる「ＮＨＫスペシャル」とか、ＢＳ、衞星放送の特集番組などでは、外部の製作プロダク

ションからの企画、提案に基づいて製作した番組で、ＤＶＤ化されたものは結構ございまし

て、ヒット商品になっています。そういう意味でいうと、先ほど、高橋さんは外部製作する

ことで２次利用が促進されたり、いい番組になるということをおっしゃっていただいて、そ

れはそれで私どもとしてはありがたいと思っているんですが、必ずしも、外部製作をするこ

とと２次利用というのは直結するものではなくて、たまたま、番組として放送したときにご

評価をいただいて、それがＤＶＤになって売れていくということだと思っています。ＤＶＤ

化されているということは、当然、海外販売もしていますけれども、決して２次利用にヘジ

テッドしているわけではなくて、むしろ積極的にやっていきたいと思っていまして、インタ

ーネット向けのＶＯＤなどについても、気持ちとしては積極的にやっていきたいということ
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は、前々から申し上げているとおりなんですが、残念ながらＤＶＤのような形で、既にマー

ケットが確立しているわけではなくて、もろもろ、諸経費も含めて、なかなかインターネッ

トでの流通ということについては、まだマーケットが見えないというのが、多分、最大の阻

害要因なのではないかなと。つまりＤＶＤができていて、なぜインターネットができないの

かというと、多分そこがネックになっているんじゃないかと思っています。 

以上がＮＨＫの場合のご説明なんですが、先ほどのイギリスのご説明について、ちょっと

コメントをさせていただきます。先ほど、フジテレビの金光さんからも、歴史的な背景とか、

いろいろな社会的な環境の違いというのを理解した上で、外国の事例を理解すべきだろうと

いうお話があったのは全く同感でして、以前に、アメリカのプライムタイム・アクセス・ル

ールのときにもコメントさせていただいたのですが、今回のイギリスについても、９０年の

放送法改正でクオーター制が導入されたということですけれども、それ以前からChannel４

という外注専門の放送局があったということに象徴されるように、製作環境というのは、日

本と比べてどうかというのはありますけれども、比較的ちゃんと整っていたというのはある

と思うんです。ＢＢＣにしても、ＩＴＶにしても、Channel４にしても、終身雇用というよ

りは、比較的簡単にやめて外に製作会社を作ると。また、製作会社で実績を積んだプロデュ

ーサーが、ＢＢＣなりChannel４、ＩＴＶに再就職するという例が、日本以上に盛んに、労

働の流動性というのでしょうか、テレビの製作者たちの間でありますので、ある意味外注比

率というのは、クオーター制が採用されても、外にちゃんとしたクオリティーでつくれる素

地ができ上がっていたということもあると思います。 

先ほど、ＮＨＫの場合で、提案を募集したけれども採択されなかったケースがあると申し

ましたけれども、やはり一番大事なのは、何のためにそれをやるかということでして、番組

製作を外部にお願いすると、外部製作をすること自体が目的になってしまってはいけないだ

ろうと思っていまして、やはり私どもは、放送を通じていい番組、それこそ視聴者の方にと

って、より感動していただける、よりゆっくりくつろいでいただけるような番組をお届けす

るというのがファースト・プライオリティー、トップ・プライオリティーだと思っていまし

て、その結果として２次利用が促進されるということを目指していくべきだろうと思います。 

繰り返しになりますけれども、現在のような形で、放送局が自立的、自主的に編成責任を

果たす中で、一定の外部の製作会社の方と、中の製作者が競争状態の中で番組を作っていく

というのは、決して２次利用を阻害しているということにはならないんじゃないかと私ども

は考えております。 

すいません、長くなりました。 

【村井主査】 ありがとうございます。 

それでは、質疑に移りたいと思いますけれども、２０分ぐらいの時間になってしまいまし
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た。それから、今日、金光さんに、民放のフジテレビということでご説明をいただいて、さ

っき植井さんからＴＢＳということでお答えいただいて、植井さんと池田さんが民放の知財

委員会の委員だと伺っているんです。一応、ご専門の委員としてお答えいただくこともある

かということで進めさせていただいていいですか。 

【植井委員】 はい。 

【村井主査】 では、そういうことで。まず、河村委員からいきましょう。お願いします。 

【河村委員】 幾つか質問させてください。フジテレビさんの資料の中から質問を、幾つかある

んですけれども、まずは外部製作比率のところで、英国における総量２５％ルールでも、ニ

ュースと生放送は母数から除外と書かれていまして、三菱総研の方の資料の６ページに、適

格放送についてというような注があって、何か、それを除くと書いてあるんですが、私が聞

きたかったことは、フジテレビさんが出された別表１、その中の赤い星が書かれた生放送を

除いて３０％とおっしゃっているんですが、そのカウントの仕方は英国の考え方と合ってい

る……、その適格放送についての何とかというものの考え方と合っているかということを１

つ教えていただきたいと思いました。 

それから、フジテレビさんの別表２で、ＡＴＰ契約について書かれていますけれども、こ

のＡＴＰ契約というのは、先ほどの別表１で青とされたものの、どれくらいがＡＴＰ契約、

この例として出されたＡＴＰ契約というのが、その中のほとんどなのか、それとも一部なの

かがちょっとわからなかったので、教えていただきたいと思いました。 

それからもう一つは、やはりその表の中からわいた素朴な疑問ですが、先ほどのいい番組

論争じゃないですが、それを言い出すと切りがないので、私、すごく素人で、消費者、視聴

者の１人ですけれども、客観的に考えて、いい番組を作るためには、内容に好みがあるにし

ても、お金をかけ、手間と志と才能を注ぎ込むということじゃないかと私は思っているんで

すけれども、でも、お金がなければ、手間と志だけではつくれないと思うんですが、それに

関しまして、この別表２の中で、２次利用に関してはほとんどないとおっしゃっているのに、

わざわざここに、基準収益配分として、例として、局５０、製作会社５０という、すばらし

い、フェアな数字が書かれていまして、でも、これはほとんどないとおっしゃっているわけ

ですから、あまりこれが適用される例もないのかもしれませんが、私が考えて、いい番組を

作るには、それこそ外部に出せばいいわけではないと何人もの方がおっしゃいましたけれど

も、上から３項目目の製作費のところが、やはり一番問題なんじゃないかと思いまして、そ

こに「全額、放送局負担」と書いてありますけれども、全額というのが、いかほどのものか

というのがやはり一番、いい番組というのを客観的に考えるときに大切になってくるファク

ターなのではないかと思うのですが、例えば、私、素人ですけれども、スポンサーさんから

入ってくる広告料というのが、当然、番組製作の予算になると思うんですけれども、下に、
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例として２次利用のときは５０／５０と書かれるように、例としてどのような――全額と言

われるのが、そのうちのいかほどのものなのか、全額と言われましても、これ何か、ほとん

ど内容がわからなかったので、例として下に挙げていただいたような、どれくらいの割合が、

いわゆる製作費としてかけられるのかということが、いい番組と言われるものの大切な要素

ではないかなと思いました。 

【村井主査】 それでは、金光さん。 

【金光オブザーバー】 英国の適格等に関してご説明します。確かにおっしゃるように、厳密に

適格放送の場合、ニュースを除くと書いてあるんですけれども、日本の場合に関しては、ニ

ュースだけではなくて非常に生放送率が高いということで、外国の場合にはニュースを除く

生放送というのは、アメリカにおいてもあまりないんです。一部、トークショーとかがある

んですけれども、ということで、おっしゃるとおり、イギリスの、この部分の母数をニュー

スから引いたというのと、生放送を引いたというのは厳密には一致しません。 

ただ、現実的にはそういう、生放送がほとんどニュースでしかないというところで、現実

的には同じぐらいだろうということで解釈して、表として出させてもらっています。それが

１番目の答えです。 

それから２番目の、収益に関して５０対５０というのが、実際にないのに５０／５０の配

分比率があるのは意味がないのではないかと。 

【河村委員】 そこだけ、きれいに記載されたのならば、ほかのところもという意味で……。 

【金光オブザーバー】 それも、一部ＡＴＰ製作のドラマ番組をＤＶＤ化や番組を販売する場合

があります。それが※１に書いてあるんですが、その場合、窓口の業務は局が代行しますけ

れども、当然のことながら、局が窓口の業務を代行しても、権利処理の収益の配分として５

０／５０をお支払いしますという意味だとお読みとりいただきたいということでございます。 

それから、ＡＴＰの契約比率に関しては、一部、系列局からの購入番組というものがあり

ます。ですからそういうものは、系列局がＡＴＰ契約したものを、逆ネットというか、発局

として送り込んでいる場合もあると思いますので、厳密ではないですけれども、例えばそれ

を除いたとした場合、７割から８割ぐらいだと思っております。 

【河村委員】 青い番組のうちの７割？ 

【金光オブザーバー】 はい。今、正確に計算したわけではないんですけれども、ざっと見たと

ころで、それぐらいではないかと考えております。 

それから予算に関しましては、局によってやり方がいろいろあると思いますけれども、一

応、枠予算という形で編成で決めます。ですから、枠に一定の予算というのは、この枠で放

送する場合に関しては、これぐらいの製作費ですよという基準がありまして、さっきも言い

ましたように、企画によって、どういう企画であったらば、どのぐらいのお金がかかるねと
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いうことを両者で話し合って、見積もりをいただいた上で、一定の一般管理費の利益を除い

てもらった上で、製作費を設定するということでございますので、一律で、幾ら以上は出せ

ないというような形での紋切り型の製作費の決め方はしていないということでございます。 

【村井主査】 お願いします。 

【植井委員】 もちろん、それぞれの局ごとに特殊事情もございますし、個別の差というのはご

ざいますが、例えば、私どもの場合は社内製作だけではなくて、製作会社にお願いした番組

の、いわゆる２次利用というのも、それなりに行っております。ほとんどないということで

はなく、結構あるほうだと思っております。ただ、その場合もフジテレビさんの資料にござ

いますように、基本は５０対５０という形で配分させていただくということはございますが、

ものによりましては６０対４０で、製作会社のほうに多く配分するとか、ものによりまして

は逆のケースとか、これはもう、かなりケース・バイ・ケースで分かれてくることになって

おります。 

それから、広告会社のほうから、スポンサーさんのほうからいただいたものが、そのまま

製作会社のほうに製作費として、これで１００％充当できているかというと、必ずしもそう

いうことではなく、ものによりまして、例えば放送局がみずからの負担ということで製作費

を充当しているケースもございますし、製作費の金額は、まさにこれはジャンルごと、例え

ば番組の内容ごとによって、大きく分かれてくるものでございますので、一律にいかほどと

いうことはなかなか、申し上げるのは難しいだろうと思っております。 

【村井主査】 どうもありがとうございました。 

それでは、椎名委員お願いいたします。 

【椎名委員】 金光さん、植井さんのお話で、ウインドウコントロールのニーズがあると。窓口

権を管理することは放送事業者にとって基本的に妥当なところであるというところで、現実

的にその放送番組、２次利用を放送事業者さんがコントロールされている状況があるという

ことなんですが、これは金先生にご質問なんですが、我が国と極めて似た垂直統合的な産業

構造を持つ韓国においても、流通の拡大という面で、放送番組の流通を放送事業者が担って

いくということが、放送事業者以外が担うことよりも、その流通が拡大するというふうに考

えられているのかどうかという点を、ちょっとお聞きしたいのですが。 

【金オブザーバー】 例えば製作目標として、１つはコンテンツの価値を最大化するという、流

通を促進して最大化するというのが１つ。もう一つ、そういったマルチユースによって得ら

れた対価というものを適正に配分できるのかという、２つあるとすれば、韓国の場合は、地

上波放送局主導ではありますが、コンテンツの価値最大化というところは、マルチユースは

十分進んでおりますので、ある意味、製作目標は達成していると。しかし外注製作をはじめ

として、こうしたプロダクション進行製作をやっている１つの理由は、そういうマルチユー
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スから得られた対価というものが、利害関係者同士で適正に配分されていないようなことは、

中長期的に韓国の放送産業の発展にとって望ましくないという考え方であります。 

先ほどの議論で申し上げますと、外注というものと、著作権帰属というものと、マルチユ

ースの関係性について、先ほどちょっと議論されたと思うのですが、韓国は、法律的には著

作権は製作会社に帰属します。しかし、先ほどの説明だと日本は、法律的に製作会社に帰属

していて、放送局側が製作会社に対して十分著作権を付与していると。ただ、残すのは２年

に２回という、そういう放送権が１つと、もう一つキーとなるのは、窓口交渉権というのは、

この資料を読むと、どちらかといえば放送局にあるように読めるんです。その理由として、

この資料の中で書かれてあるのは、いわゆる製作会社というものは零細であって、十分な権

利処理能力がないので、製作側の依頼があったときに、放送局側が代行するというような言

い方がここでされているんですが、そのときに、その理由の１つが権利処理能力がないため、

放送局に任せると。しかし、その放送局がマルチユースするインセンティブというのは、現

行のビジネスモデルを想定した場合に、十分あるのかどうかと。その比較として、もし独立

製作者側が権利処理能力を持っていて、マルチユースを進めるとしたら、今までの状況と変

わるのかどうかというのは１つあると思うんです。 

韓国においても、製作会社に著作権をすべて帰属させても、彼らに二次的なマルチユース

の展開能力、権利処理、または流通能力があるかどうかというのは、今までずっと議論が出

てきていて、前回私が申し上げたような、流通専門会社を作る１つの根本的な理由は、そう

した権利処理という機能を、１つの、政府がファンドした流通専門会社によって対抗させる

と。そこには地上波にとってのトレードオフというものもなくなって、独立製作者側、つま

り著作権を持っている側の意向というものが、ある意味不当な圧力なしに、十分に展開でき

るという考え方が、その背後にあるということなんです。なので、日本で製作の議論をする

際に、権利処理能力がないので放送局に帰属させると。その結果として、マルチユースが進

まないということと、もし、製作会社側、またはＡＴＰ側に十分な権利処理能力があったと

きに、マルチユースというものは現状のままなのか、より進むのかというところの議論が、

おそらくポイントになってくるんじゃないかと思います。 

【椎名委員】 だれが担うことになっても、実演家にとりましては、放送番組の２次利用が進ん

で、適正な対価が得られる環境が実現することが願いなわけです。それはもう、再三申し上

げているとおりなんですが、一方でこういうデータがあるんです。今日は持ってきていない

んですが、芸団協傘下の芸能実演家の平均年収と、全労働者の平均年収の経年比較のデータ

というのがありまして、これは１９８９年から始まって、５年おきに、９４年、９９年、２

００４年と拾っているんですが、１９９４年以降は、一貫して全労働者平均年収を下回り始

めて、どんどん右肩下がりで下がっているんです。マルチメディアなんてことが言われて、
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アウトプットのウインドウが増えてきているはずであるんだけれども、平均年収というのは

どんどん下がっているような現状があります。これは、全労働者に対する比較はどうなのか

ということでいうと、あくまでもサンプリングデータでありますので、そのことはいろいろ

な議論があると思うのですが、少なくとも年収が下がっている状況。ウインドウが増えてい

るのに年収が下がっている状況というのがあって、少なくとも２次利用が進んだ結果、実演

家は適正な対価を得られている状況ではないのかなというふうに思っているんです。 

実演家にとって、放送番組の二次的な利用が進んで、追加的な報酬が増えることがベスト

であって、これは必ずしも放送事業者さんのみが流通を担わなければならないという理由は

ないと思うんです。金先生の資料中にも、我が国における問題点に類似するような内容が、

幾つか問題点として例示されているようにも思われるところであるんですけれども、前回も

申し上げたんですが、放送事業者さんの責任において流通を拡大しようとしている現状があ

って、拡大しようとしてもニーズが見えなかったり、赤字で目いっぱいであるという実情が

あるのであれば、今後は他の方法なり、ほかのリソースというのを考える必要があるのでは

ないかと思います。ほかのリソースということを考えた場合に、韓国みたいに公的な資金を

導入するという選択肢がもしあるのであれば、それはそれで検討されてよいと思うのですが、

それ以前の問題として、さっき金光さんのお話にもありましたけれども、放送番組を流通す

ることによって利益を得る通信事業者の方々が、進んでリスクを背負うことでニーズを拡大

していくということがあってしかるべきなのではないかと思うんです。その意識をきっちり

持てない中で、流通が進まないのは放送事業者のせいだとか、実演家の許諾権のせいだとか

ということを言っていても、これは始まらないのではないか思うんです。流通は拡大しない

んじゃないかと思います。 

【村井主査】 ありがとうございました。 

それでは、中村委員お願いいたします。 

【中村委員】 今日のプレゼンは、非常に刺激的でありました。２つコメントを申し上げて、１

つだけ簡単な質問をしてみたいと思います。 

１つ目ですけれども、イギリスと韓国の話を聞いておりましたら、結構対照的で、例えば

イギリスは８２年ですか、Channel４という外注専門のチャンネルを作った。つまり人為的

に、ある種の市場をつくろうとしたと。で、８年たった９０年に外注の義務化という制度を

導入したということですね。 

韓国は逆に、９１年に外注の義務化という制度を導入して、１５年ほどたって、その目的

達成が不十分だということで公的な番組流通会社を作るとか、自主的なガイドラインを作る

という、ある種の市場形成に向けての動きを見せているということのようですが、日本はど

うするのかと。この委員会の議論の流れでいけば、８２年ごろのイギリス以前といいますか、
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状況は違いますけれども、義務化とか強制的な措置を導入しなくても、自発的なマーケット

を作ることでうまくいくんじゃないかというアプローチをとろうとしているわけです。 

問題は、その前提は正しいのかと。それがうまくいくのかということですけれども、つま

り、イギリスや韓国が目指した方向、透明で公正なコンテンツの流通というのが、マーケッ

トを作るという手法でうまくいくのかどうかという、そういうことでして、議論をおさめる

ためにも、早急に実証に向かって動くのがよいのではないかというのが１つ目です。 

それからもう一つは、今、椎名さんがおっしゃったことと重なるんですけれども、金光さ

んの資料３枚目、総括のところにあります、コンテンツを需要する通信メディアのコンテン

ツの調達戦略とか、資金計画というのが重要だという認識ですね。これも私、かねてから申

し上げているとおりでありまして、同意をいたします。そうした市場というのは、買い手と

いいますか、ニーズが引っ張るべきものだろうと考えますので、トライアルを進める上では、

そうしたニーズに基づいて、早急に動くという考え方が大事なのではないかと思います。 

金光さんに、１つ簡単な、その前提となる質問をしたいんですけれども、今の金さんのお

答えともちょっと関連するんですが、資料３の一番下ところに書いてありますように、権利

処理業務は、現状では製作会社が行うのは難しいんじゃないかという認識なんですけれども、

トライアルで、データベースを共通で作って、ある程度情報を公開して、進めていこうとい

うことを、今議論しているんですが、そうしたときに、そういったデータベースなどを使っ

て、放送局以外の主体が権利処理などをするというのは、これはやはり難しいんでしょうか。

トライアルでそういうことをやろうとすると、失敗する可能性が高いという……。 

【金光オブザーバー】 決してそんなことは思わないです。現状、今、放送局が代行しているの

は、規模の問題と効率の問題でやっているわけでして、本来は製作会社さんが、余裕を持っ

てそれをやれる環境が整っていれば、そっちの方向に向かうべきだと思います。それが放送

局にとってデメリットになるとは全く思いませんので、もし、そういう機会があるならば、

非常にいいことだと思います。 

【村井主査】 ありがとうございます。時間も迫っていますけれども、何か、今日これは聞いて

おこうということがございましたら、どうぞ。よろしいでしょうか。 

どうもありがとうございました。そうすると私のほうから、資料４を見ていただいて、前々

回の委員会のときに設置をしたということになっておりまして、２つのワーキンググループ

ということで、それで、この委員の指名を私のほうでさせていただくということでございま

したので、このような形で進めさせていただきたいということで、ご報告させていただきま

す。委員の方でお願いをしている方には、ぜひよろしくお願いいたします。 

もう一つ、宿題で、前、高橋委員等々からお話がありました番組製作者の方々のヒアリン

グということで、これも今、事務局のほうと相談の上で、出席者、日程等を調整している途
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中でございますので、また、内容とか結果についてのご報告、改めてさせていただきたいと

思います。これは宿題の件でございます。 

それから、今日、この課題に関しては非常に具体的なお話、説明をしていただきました。

先ほど、中村委員から「刺激的だった」という話がありましたけれども、いずれにせよ、こ

の委員会のいいところは、何でもかんでもしゃべっちゃうというところにあるような気もし

ますので、そういう意味では非常に充実した議論、ご報告をしていただいたのかなと思いま

すが、時間が限られておりますので、皆様のほうで、いろいろなご意見やご質問等々も含め

て、アイデアがあるかと思いますので、そのときには、また事務局のほうにお伝えいただけ

ればと思います。また、事務局と私で調整をして、進めさせていただきたいと思います。 

最後に、事務局から何かございますか。 

【小笠原コンテンツ流通促進室長】 それでは、最後の資料５に、今後のスケジュールをつけて

おりますが、前回ご提示したスケジュールからかなり変更が入りましたのでご確認ください。 

次回は１０月１６日１７時から、場所等は別途お知らせさせていただきます。 

以上です。 

【村井主査】 それでは、会議は以上でございます。 

どうもありがとうございました。 

 

以上 


